
2023 年 9 月 29 日 

お客様各位 

株式会社ポップ・クリエイション 

 

【重要】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 
(令和 5年 9月 15日厚生労働省公表) 

 
拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省より「令和５年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が
公表されました。内容について一部を抜粋しご案内いたします。お手数ですが、ご一読頂きますようお願いしま
す。なお、算定要件等の情報詳細につきましては下記リンクよりご確認頂けます。 
 
厚生労働省ホームページ 
（新型コロナウイルス感染症に関する 1 0 月以降の見直し等について：令和 5 年 9 月 15 日厚生労働省公表） 
https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 ※ プログラム更新・マスタ 更新について ※】 

・ プログラム更新処理後、マスタ 更新を実施下さい。 

プログラム更新画面にて、一番上の「提供されている最新の状態でした」項目の提供日が 令和5年7月26日以降

となっている事、「提供日 令和5年 ９月２８日」の処理状態が「済」となっている事をご確認下さい。 

※WEBORCAをご利用の医療機関様は上記プログラム更新は不要です（行えません）】 

 

 

 

 

 

マスタ 更新JOB管理画面の 処理開始日付・処理終了日付が9月28日以降の日となっている事をご確認下さい。 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf


【掲載資料】 ※ 弊社新着情報よりダウンロード頂けます。 

・ 2023 年 10 月新型コロナ入院対応 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて令和５年秋以降の対応(入外共通) 

 

新型コロナウイルス感染症の特例の見直しにより、マスタ の新設、点数変更、廃⽌が⾏われます。 

【新設マスタ】 

10月1日より算定可能な診療⾏為マスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点数変更】  10月1日より点数が変更となる診療⾏為マスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【廃⽌マスタ】 9月30日で廃⽌となる診療⾏為マスタ ※ 10月1日以降算定不可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 算定要件等については本案内１ページ目の、厚生労働省ホームページ「（新型コロナウイルス感染症に関する

1 0月以降の見直し等について：令和5年9月15日厚生労働省公表）」をご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf 

 

※ 弊社へのメールアドレス未登録の医療機関様 ※ 

webinfo@pop-c.co.jp へ下記内容の送信をお願い致します。弊社からの案内についてメールにて配信させて頂

いております。リンクアドレスへの簡易アクセス等の利便性も向上しますので是非ご活用ください。 

当FAXについてメールにて再送希望の医療機関様は、webinfo@pop-c.co.jpまで再送希望の旨記載の上、ご連 

絡をお願い致します。 

メール送信内容   ・タイトル：（メールアドレス登録、等）、本文：医療機関名・ご担当者名 

（登録・記録上必要となりますので、ご協力お願い致します） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf
mailto:webinfo@pop-c.co.jp

